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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線接続部に接続された配線を介して所定の入力又は出力を行う制御装置と、
　前記配線接続部からの前記配線の取り外しを抑制する第１抑制手段と、
　前記制御装置から離間された設置部に取り付けられ、前記配線を拘束するとともにその
拘束状態の解除に際して少なくとも一部の切断又は破壊を要する拘束手段と、
を備え、
　前記拘束手段は、
　一方の端部に係止部を有する拘束バンドと、
　前記拘束バンドを挿通させるバンド挿通部、及び前記係止部が挿し込まれ且つその挿し
込まれた係止部を引き抜き困難な状態で係止する係止受け部を有し、前記係止受け部にて
前記係止部が係止された状態では前記拘束バンドの前記係止受け部から前記バンド挿通部
にわたる部分とともに拘束環状部を形成するベースブロックと、
　前記拘束環状部を形成した状態において前記拘束バンドの前記係止部側とは反対側の引
張端部が引っ張られて前記拘束環状部が縮小される場合、当該縮小する方向への前記拘束
バンドの移動は許容するがその逆への移動は阻止する逆移動阻止金具と、
を備え、
　前記ベースブロックは合成樹脂製であり、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部に取り付けら
れ、且つその取り外し方向への移動が規制され、
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　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックと前記設置部とにより被包されており、
　前記ベースブロックの前記設置部からの取り外しを抑制する第２抑制手段を備えている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　配線接続部に接続された配線を介して所定の入力又は出力を行う制御装置と、
　前記制御装置から離間された設置部に取り付けられ、前記配線を拘束するとともにその
拘束状態の解除に際して少なくとも一部の切断又は破壊を要する拘束手段と、
を備え、
　前記拘束手段は、
　一方の端部に係止部を有する拘束バンドと、
　前記拘束バンドを挿通させるバンド挿通部、及び前記係止部が挿し込まれ且つその挿し
込まれた係止部を引き抜き困難な状態で係止する係止受け部を有し、前記係止受け部にて
前記係止部が係止された状態では前記拘束バンドの前記係止受け部から前記バンド挿通部
にわたる部分とともに拘束環状部を形成するベースブロックと、
　前記拘束環状部を形成した状態において前記拘束バンドの前記係止部側とは反対側の引
張端部が引っ張られて前記拘束環状部が縮小される場合、当該縮小する方向への前記拘束
バンドの移動は許容するがその逆への移動は阻止する逆移動阻止金具と、
を備え、
　前記ベースブロックは合成樹脂製であり、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部に取り付けら
れ、且つその取り外し方向への移動が規制され、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックと前記設置部とにより被包されており、
　前記ベースブロックの前記設置部からの取り外しを抑制する抑制手段を備えていること
を特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機は、被制御機器を制御する制御装置を備えている。制御装置により被制御機器が制御
されることに基づいて遊技に関連した各種動作が実行される。ここで、不正に利益を得よ
うとする行為が行われる場合がある。
【０００３】
　そこで、不正を回避し、又は不正を発見し易くするために、従来の遊技機においては、
例えばＣＰＵ，ＲＯＭ等が搭載された基板を内部視認可能な基板ボックスに収容し、その
基板ボックスを封印部材によって封印するようにしている（例えば、特許文献１参照）。
これにより、不正なＲＯＭ交換等の目的で基板ボックスを開放しようとしても封印部材を
破損させない限りは基板ボックスを開放させることができず、また、万一基板ボックスが
開放されたとしても封印部材の破損状況を確認することで容易にその事実を把握すること
ができる。また、例えば基板ボックスは内部視認可能となるように構成されていることか
ら、封印を解くことなくＲＯＭ等を目視によって確認することができる。
【特許文献１】特開２００２－２２４３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、未だ不正行為が後を絶たないのが実情である。
【０００５】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、不正行為を抑制すること
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が可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、配線接続部に接続された配線を介して所
定の入力又は出力を行う制御装置と、
　前記配線接続部からの前記配線の取り外しを抑制する第１抑制手段と、
　前記制御装置から離間された設置部に取り付けられ、前記配線を拘束するとともにその
拘束状態の解除に際して少なくとも一部の切断又は破壊を要する拘束手段と、
を備え、
　前記拘束手段は、
　一方の端部に係止部を有する拘束バンドと、
　前記拘束バンドを挿通させるバンド挿通部、及び前記係止部が挿し込まれ且つその挿し
込まれた係止部を引き抜き困難な状態で係止する係止受け部を有し、前記係止受け部にて
前記係止部が係止された状態では前記拘束バンドの前記係止受け部から前記バンド挿通部
にわたる部分とともに拘束環状部を形成するベースブロックと、
　前記拘束環状部を形成した状態において前記拘束バンドの前記係止部側とは反対側の引
張端部が引っ張られて前記拘束環状部が縮小される場合、当該縮小する方向への前記拘束
バンドの移動は許容するがその逆への移動は阻止する逆移動阻止金具と、
を備え、
　前記ベースブロックは合成樹脂製であり、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部に取り付けら
れ、且つその取り外し方向への移動が規制され、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックと前記設置部とにより被包されており、
　前記ベースブロックの前記設置部からの取り外しを抑制する第２抑制手段を備えている
ことを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２の発明は、配線接続部に接続された配線を介して所定の入力又は出力を
行う制御装置と、
　前記制御装置から離間された設置部に取り付けられ、前記配線を拘束するとともにその
拘束状態の解除に際して少なくとも一部の切断又は破壊を要する拘束手段と、
を備え、
　前記拘束手段は、
　一方の端部に係止部を有する拘束バンドと、
　前記拘束バンドを挿通させるバンド挿通部、及び前記係止部が挿し込まれ且つその挿し
込まれた係止部を引き抜き困難な状態で係止する係止受け部を有し、前記係止受け部にて
前記係止部が係止された状態では前記拘束バンドの前記係止受け部から前記バンド挿通部
にわたる部分とともに拘束環状部を形成するベースブロックと、
　前記拘束環状部を形成した状態において前記拘束バンドの前記係止部側とは反対側の引
張端部が引っ張られて前記拘束環状部が縮小される場合、当該縮小する方向への前記拘束
バンドの移動は許容するがその逆への移動は阻止する逆移動阻止金具と、
を備え、
　前記ベースブロックは合成樹脂製であり、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部に取り付けら
れ、且つその取り外し方向への移動が規制され、
　前記逆移動阻止金具は、前記ベースブロックと前記設置部とにより被包されており、
　前記ベースブロックの前記設置部からの取り外しを抑制する抑制手段を備えていること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、不正行為を抑制することが可能である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明群を手段ｎ（ｎ＝１，２，３…）として
区分して示し、それらを必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、
理解の容易のため、本実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この
括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。
【００１０】
　手段１．配線接続部（受けコネクタ１７６）に接続された配線（ハーネス１８０）を介
して電力の受入、電力の供給、信号の入力、又は信号の出力を行う制御装置（主制御装置
１６２）を備えた遊技機において、
　前記配線接続部からの前記配線の取り外しを抑制する第１抑制手段（段差部１７７ｃ、
係止片１８３）と、
　前記制御装置から離間された設置部（設置部１５７）に取り付けられ、前記配線を拘束
するとともにその拘束状態の解除に際して少なくとも一部の切断又は破壊を要する拘束手
段（拘束ユニット２５０）と、
　当該拘束手段の前記設置部からの取り外しを抑制する第２抑制手段（鉤部２８６）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００１１】
　手段１によれば、第１抑制手段が設けられていることにより、制御装置を取り外す場合
、配線が接続された状態で取り外す必要が生じる。また、配線は制御装置から離間された
設置部に取り付けられた拘束手段に拘束されており、その拘束状態の解除に際しては拘束
手段の少なくとも一部の切断又は破壊を要する。また、第２抑制手段により拘束手段の設
置部からの取り外しが抑制されている。これにより、制御装置を取り外すためには拘束手
段の少なくとも一部を切断又は破壊する必要が生じ、かかる作業が手間となる。よって、
制御装置の不正な取り外しを抑制することができる。そして、制御装置の不正な取り外し
が抑制されることで、例えば制御装置の不正交換等を抑制することができる。
【００１２】
　手段２．手段１において、前記拘束手段を、前記配線の拘束状態の解除に際してその痕
跡が残る構成としたことを特徴とする遊技機。
【００１３】
　手段２によれば、拘束手段による配線の拘束状態が解除された場合にはその痕跡が残る
ため、拘束手段を確認することにより制御装置の不正な取り外しが行われたか否かを確認
することができる。
【００１４】
　手段３．手段２において、前記拘束手段は、前記配線を拘束するとともにその拘束状態
の解除に際して切断又は破壊を要する拘束具（拘束バンド２６１）と、当該拘束具を保持
するとともに拘束状態の解除に際して切断又は破壊された拘束具の少なくとも一部を取り
外し困難な状態で保持する保持手段（ベースブロック２５１、止め金具２７１）とを備え
ていることを特徴とする遊技機。
【００１５】
　手段３によれば、拘束具により配線を拘束状態とすることで制御装置の不正な取り外し
が抑制される。また、当該拘束状態の解除が行われる場合、拘束具が切断又は破壊され、
その切断又は破壊された拘束具の少なくとも一部が保持手段により取り外し困難な状態で
保持される。これにより、拘束状態の解除に際してその痕跡が残る。
【００１６】
　手段４．手段３において、前記拘束手段は、前記拘束具を複数備えていることを特徴と
する遊技機。
【００１７】
　手段４によれば、拘束具が複数設けられているため、保守点検作業などといった不正行
為時ではない場合に制御装置を一旦取り外したとしても、保守点検作業などの作業後には
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配線を再度拘束状態とすることができる。よって、防犯性と利便性とを兼ね備えたものと
なる。
【００１８】
　手段５．手段３又は４において、前記拘束具は、一方の端部に係止部（係止部２６５）
を有する拘束バンド（拘束バンド２６１）であり、
　前記保持手段は、
　前記拘束バンドを挿通させるバンド挿通部（挿通孔２５６、案内溝２５７）、及び前記
係止部が挿し込まれるとともにその挿し込まれた係止部を引き抜き困難な状態で係止する
係止受け部（係止孔２８４）を有し、前記係止受け部にて前記係止部が係止された状態で
は前記拘束バンドの前記係止受け部から前記バンド挿通孔にわたる部分とともに拘束環状
部（拘束環状部Ｒ）を形成するベースブロック（ベースブロック２５１）と、
　前記拘束環状部を縮小する方向への前記拘束バンドの移動は許容するがその逆への移動
は阻止する逆移動阻止手段（止め金具２７１）と
を備え、
　前記拘束環状部を形成した状態において前記拘束バンドの前記係止部側とは反対側の引
張端部（引張端部２６７）を引っ張ることにより、前記拘束環状部が縮小され前記配線が
拘束されることを特徴とする遊技機。
【００１９】
　手段５によれば、配線を拘束する際は、拘束バンドの係止部をベースブロックの係止受
け部に係止させることで拘束環状部が形成され、その状態で拘束バンドの引張端部を引っ
張ることにより拘束環状部が縮小されて配線が拘束される。また、逆移動阻止手段が設け
られていることにより、拘束環状部を緩めようとしてもそれが阻止される。さらに、拘束
バンドの係止部は引き抜き困難な状態で係止受け部に係止される。かかる構成であること
により、拘束状態の解除に際しては拘束バンドの切断を要し、拘束バンドを切断すると拘
束状態を解除したことの痕跡が残る。
【００２０】
　手段６．手段５において、前記ベースブロックは合成樹脂製であり、
　前記逆移動阻止手段は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部（基部２５２
）に取り付けられるとともに、その取り外し方向への移動が規制された逆移動阻止金具（
止め金具２７１）であることを特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段６によれば、ベースブロックを合成樹脂製とすることで、その成形が容易となる。
このようにベースブロックを合成樹脂製とした構成においては、逆移動阻止手段の機能を
ベースブロックの一部として設けることも可能である。しかしながら、かかる場合、逆移
動阻止手段の強度を高めるためにベースブロックが大型化するおそれがある。これに対し
て、本手段では合成樹脂製のベースブロックと逆移動阻止金具との組み合わせ構造を採用
することにより、ベースブロックの小型化が図られる。
【００２２】
　また、逆移動阻止金具は、ベースブロックの底部に取り付けられ、さらにその取り外し
方向への移動が規制されている。すなわち、逆移動阻止金具はベースブロックに対して外
付けされている。例えば、インサート成形によって逆移動阻止金具をベースブロックと一
体化することも可能であるが、逆移動阻止金具をベースブロックに対して外付けする方が
、ベースブロックのための成形金型の構造が複雑化しない等の利点がある。
【００２３】
　手段７．手段６において、前記逆移動阻止金具を前記ベースブロックと前記設置部とに
より被包するとともに、前記第２抑制手段により前記ベースブロックの前記設置部からの
取り外しを抑制したことを特徴とする遊技機。
【００２４】
　手段７によれば、逆移動阻止金具をベースブロックから取り外すためには設置部からベ
ースブロックを取り外す必要があり、当該ベースブロックの設置部からの取り外しは抑制
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されている。これにより、拘束環状部を緩めるべく逆移動阻止金具をベースブロックから
取り外そうとする行為を抑制することができる。
【００２５】
　なお、被包する構成としてより具体的には、「前記ベースブロックは前記底部に、設置
部側に開放されるとともに当該設置部により閉塞される収容溝（収容溝２８１）を備え、
当該収容溝に前記逆移動阻止金具を収容した」構成などが考えられる。
【００２６】
　手段８．手段６又は７において、前記逆移動阻止金具を前記設置部に当接又は略当接さ
せたことを特徴とする遊技機。
【００２７】
　手段８によれば、逆移動阻止金具が設置部に当接又は略当接されているため、拘束環状
部を緩める方向への拘束バンドの移動を阻止する場合に逆移動阻止金具にかかる負荷が設
置部にて受けられる。これにより、拘束環状部を緩める方向に拘束バンドが引っ張られた
としても、ベースブロックから逆移動阻止金具が外れてしまうといった不都合の発生を抑
制することができる。
【００２８】
　なお、逆移動阻止金具をベースブロックと設置部とで挟持する構成としてもよい。この
場合、逆移動阻止金具の固定をより強固に行うことができる。
【００２９】
　手段９．手段５乃至８のいずれかにおいて、前記バンド挿通部は、その途中位置にコー
ナー部を有するように曲げて形成されており、
　前記逆移動阻止手段は、前記バンド挿通部に挿通されている前記拘束バンドが当該バン
ド挿通部の経路に沿って曲がり、前記拘束バンドにおける前記係止部側と前記引張端部側
とがそれぞれ異なる方向に延びるようガイドすることを特徴とする遊技機。
【００３０】
　手段９によれば、拘束バンドにおける係止部側と引張端部側とがそれぞれ異なる方向に
延びているため、係止部側と引張端部側との両端部をつまみ易くすることが可能となる。
このように両端部をつまみ易くすることで、拘束環状部を形成する作業を行い易くなる。
かかる構成において、逆移動阻止手段により、拘束バンドにおける係止部側と引張端部側
とがそれぞれ異なる方向に延びるようガイドされる。つまり、逆移動阻止手段を、上記拘
束環状部を形成する作業を容易化させる構成として兼用することができ、構成の簡素化を
図りつつ上記効果を奏することができる。
【００３１】
　手段１０．手段５乃至８のいずれかにおいて、前記バンド挿通部に挿通された前記拘束
バンドは、前記係止部側と前記引張端部側とがそれぞれ異なる方向に延びるよう前記逆移
動阻止手段によりガイドされていることを特徴とする遊技機。
【００３２】
　手段１０によれば、拘束バンドにおける係止部側と引張端部側とがそれぞれ異なる方向
に延びているため、係止部側と引張端部側との両端部をつまみ易くすることが可能となる
。このように両端部をつまみ易くすることで、拘束環状部を形成する作業を行い易くなる
。かかる構成において、逆移動阻止手段により、拘束バンドにおける係止部側と引張端部
側とがそれぞれ異なる方向に延びるようガイドされる。つまり、逆移動阻止手段を、上記
拘束環状部を形成する作業を容易化させる構成として兼用することができ、構成の簡素化
を図りつつ上記効果を奏することができる。
【００３３】
　手段１１．手段５乃至１０のいずれかにおいて、前記ベースブロックには、前記係止部
が前記設置部から離れる方向に、前記バンド挿通部から出ている前記係止部側の部分をガ
イドするガイド部（傾斜部２５９）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００３４】
　手段１１によれば、設置部と拘束バンドの係止部側の端部との間隔を大きくすることが
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でき、その端部をつまみ易くなる。したがって、係止部を係止受け部に挿し込んで拘束環
状部を形成する作業を行い易くなる。
【００３５】
　手段１２．手段５乃至１１のいずれかにおいて、前記第２抑制手段は、前記ベースブロ
ックを前記設置部に取り付けるとともに、当該設置部からの取り外し方向の移動を解除困
難な状態で規制する取付手段（鉤部２８６）であることを特徴とする遊技機。
【００３６】
　手段１２によれば、ベースブロックを設置部に取り付けることで、自ずと設置部からの
取り外しが抑制される。
【００３７】
　手段１３．手段１２において、前記取付手段は、前記ベースブロックに設けられた鉤部
（鉤部２８６）であり、
　前記鉤部を前記設置部に形成された鉤用孔（鉤用孔１５７ｂ）に挿し込むことにより、
当該鉤部の先端が前記設置部の裏面（裏面１５７ｃ）に当接又は略当接して前記ベースブ
ロックの前記設置部からの取り外し方向の移動が解除困難な状態で規制され、
　さらに、前記逆移動阻止手段は、前記ベースブロックの前記設置部に対面する底部に取
り付けられるとともに、その取り外し方向への移動が規制された逆移動阻止金具（止め金
具２７１）であり、
　当該逆移動阻止金具により、前記鉤部と前記鉤用孔との間の隙間を前記設置部の裏面に
向けた異物の侵入を阻止するように塞いだことを特徴とする遊技機。
【００３８】
　手段１３によれば、鉤用孔に鉤部を挿し込むことによりベースブロックが設置部に取り
付けられるとともに、設置部からの取り外しが抑制される。かかる構成において、逆移動
阻止金具により、鉤部と鉤用孔との間の隙間が、設置部の裏面に向けた異物の侵入が阻止
されるように塞がれる。これにより、鉤部と鉤用孔との間の隙間から針金などを挿し込み
、鉤部の先端と設置部の裏面との当接状態を解除しようとする行為が抑制される。また、
本構成によれば、逆移動阻止金具を、上記当接状態を解除しようとする行為を抑制する構
成として兼用することができ、構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏することができる。
【００３９】
　手段１４．手段１乃至１３のいずれかにおいて、取付対象（外枠１１）に対して開閉可
能に設けられた開閉ベース体（本体枠１３）を備え、当該開閉ベース体が閉状態にある場
合に異物の進入が阻止される領域に前記制御装置及び前記拘束手段が設けられており、
　前記開閉ベース体を開いた場合に遊技機前方から視認可能となる位置に前記拘束手段を
配置したことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　手段１４の遊技機では、開閉ベース体が閉状態にある場合に異物の侵入が阻止される領
域に制御装置及び拘束手段が設けられているため、許可なき者がそれらに触れようとする
行為が抑制される。かかる構成において、開閉ベース体を開いた場合に遊技機前方から視
認可能となる位置に拘束手段が設けられている。これにより、開閉ベース体を開くだけで
遊技機前方から拘束手段を視認することができるため、拘束手段の確認作業の容易化が図
られる。
【００４１】
　手段１５．手段１４において、前記拘束手段を、前記開閉ベース体の背面部における開
閉先端側に配置したことを特徴とする遊技機。
【００４２】
　手段１５によれば、開閉ベース体を開くことで、拘束手段を遊技機前方に引き出すこと
ができる。よって、拘束手段の確認作業を無理なく行うことができ、当該確認作業の容易
化が図られる。また、本構成によれば、開閉ベース体を大きく開かなくても、拘束手段を
確認することが可能となるため、かかる観点からも上記確認作業の容易化が図られる。
【００４３】
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　手段１６．手段１乃至１５のいずれかにおいて、前記配線接続部は受けコネクタ（受け
コネクタ１７６）であって、前記配線は当該受けコネクタに接続される配線側コネクタ（
主側コネクタ１８１）を有しており、
　前記第１抑制手段は、前記配線側コネクタの前記受けコネクタへの挿し込みは許すが引
き抜き方向への移動を規制する規制構造（段差部１７７ｃ、係止片１８３）であることを
特徴とする遊技機。
【００４４】
　手段１６によれば、配線側コネクタを受けコネクタに接続することで、自ずと配線の取
り外しが抑制される。
【００４５】
　手段１７．手段１乃至１６のいずれかにおいて、前記制御装置は、遊技に基づく特典の
付与を制御する特典付与制御装置であることを特徴とする遊技機。
【００４６】
　特典の付与を制御する特典付与制御装置は不正交換等の対象となり易いが、当該特典付
与制御装置に対して上記手段１等の構成を適用することにより、かかる不正交換等を抑制
することができる。
【００４７】
　手段１８．手段１７において、前記特典付与制御装置は、判定契機条件が成立した場合
に遊技者に特典を付与するか否かの当否判定を行う当否判定機能を有する主制御装置（主
制御装置１６２）であることを特徴とする遊技機。
【００４８】
　当否判定機能を有する主制御装置は不正交換等の対象となり易いが、当該主制御装置に
対して上記手段１等の構成を適用することにより、かかる不正交換等を抑制することがで
きる。
【００４９】
　手段１９．手段１７において、遊技媒体を払い出す払出手段（払出装置２２４）を備え
ており、
　前記特典付与制御装置は前記払出手段を制御する払出制御装置（払出制御装置２４２）
であることを特徴とする遊技機。
【００５０】
　払出手段を制御する払出制御装置は不正交換等の対象となり易いが、当該払出制御装置
に対して上記手段１等の構成を適用することにより、かかる不正交換等を抑制することが
できる。
【００５１】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【００５２】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、そ
の発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（内，外レール部１０１，１０２）と
、遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の入球部（
一般入賞口８２、可変入賞装置８３、作動口８４）に遊技球が入球した場合に遊技者に特
典を付与する遊技機。
【００５３】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に基づいて前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に基づいて前記複数の絵柄の可変表示が停止され、その停止後の絵柄に応じて遊技者に
特典を付与する遊技機。
【００５４】
　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
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施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び
図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面
図である。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００５５】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１１は木製の板
材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機１０は、外
枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【００５６】
　遊技機主部１２は、ベース体としての本体枠１３と、その本体枠１３の前方に配置され
る前扉枠１４と、本体枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。
遊技機主部１２のうち本体枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細に
は、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）とし
て本体枠１３が前方へ回動可能とされている。
【００５７】
　本体枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視
で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）として前方へ回
動可能とされている。また、本体枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５
が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動
先端側（開閉先端側）として後方へ回動可能とされている。
【００５８】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
【００５９】
　前扉枠１４は本体枠１３の前面側全体を覆うようにして設けられている。前扉枠１４に
は後述する遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形
成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性を有するガラス２２が嵌め込まれ
ている。窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部
２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられている。環
状電飾部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯
や点滅が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最上部には所
定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、さらにその左右側方には賞
球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２５
に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２６が設けら
れている。
【００６０】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３
３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００６１】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設
けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００６２】
　前扉枠１４の背面には、図２及び図５に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じ
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る前扉側上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されている。通
路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５
３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上
皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及
び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路５
１に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に
導かれる。
【００６３】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は本体枠１３に対する組付機
構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、図２に
示すように、後方に延びる鉤金具６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤金具６
３は本体枠１３に対する施錠機構を構成する。
【００６４】
　次に、本体枠１３について詳細に説明する。図６は本体枠１３の正面図である。
【００６５】
　本体枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７１を主体に構成され
ている。樹脂ベース７１の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び
下端部に支持金具７２，７３が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７２，
７３には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入され
ることにより、本体枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００６６】
　樹脂ベース７１の前面における回動先端側（図６の右側）には、前扉枠１４の背面に設
けられた鉤金具６３を挿入するための挿入孔７４がそれぞれ設けられている。本パチンコ
機１０では、本体枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１３の背
面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具６３が挿入孔７４を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１４が本体枠１３に対して開放不能に施錠
される。
【００６７】
　樹脂ベース７１の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７５が設
置されている。シリンダ錠７５は施錠装置に一体化されており、シリンダ錠７５の鍵穴に
差し込んだキーを右に回すと本体枠１３に対する前扉枠１４の施錠が解かれるようになっ
ている。なお、シリンダ錠７５の鍵穴に差し込んだキーを左に回すと外枠１１に対する本
体枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【００６８】
　樹脂ベース７１の中央部には略楕円形状の窓孔７６が形成されている。樹脂ベース７１
には遊技盤８１が着脱可能に取り付けられている。遊技盤８１は合板よりなり、遊技盤８
１の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース７１の窓孔７６を通じて本体枠１３の前面側
に露出した状態となっている。
【００６９】
　ここで、遊技盤８１の構成を図７に基づいて説明する。遊技盤８１には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口８２，可変入賞装置８３，作動口８４，スルーゲート８５及び可変表示ユ
ニット８６等がそれぞれ設けられている。一般入賞口８２、可変入賞装置８３及び作動口
８４に遊技球が入ると、それが後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基
づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８１の最下部にはアウト
口８７が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８７を通って遊
技領域から排出される。また、遊技盤８１には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等す
るために多数の釘８８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されて
いる。
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【００７０】
　可変表示ユニット８６には、作動口８４への入賞をトリガとして図柄を可変表示する図
柄表示装置９１が設けられている。また、可変表示ユニット８６には、図柄表示装置９１
を囲むようにしてセンターフレーム９２が配設されている。センターフレーム９２の上部
には、第１特定ランプ部９３及び第２特定ランプ部９４が設けられている。また、センタ
ーフレーム９２の上部及び下部にはそれぞれ保留ランプ部９５，９６が設けられている。
下側の保留ランプ部９５は、図柄表示装置９１及び第１特定ランプ部９３に対応しており
、遊技球が作動口８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９５の点灯に
よってその保留個数が表示されるようになっている。上側の保留ランプ部９６は、第２特
定ランプ部９４に対応しており、遊技球がスルーゲート８５を通過した回数は最大４回ま
で保留され保留ランプ部９６の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている
。
【００７１】
　図柄表示装置９１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９１には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。
【００７２】
　第１特定ランプ部９３では、作動口８４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の
切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。ま
た、第２特定ランプ部９４では、遊技球のスルーゲート８５の通過をトリガとして所定の
順序で発光色の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には作動口８
４に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となる。
【００７３】
　可変入賞装置８３は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８３の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）
を上限として可変入賞装置８３が繰り返し開放されるものが一般的である。
【００７４】
　遊技盤８１には、内レール部１０１と外レール部１０２とが取り付けられており、これ
ら内レール部１０１と外レール部１０２とにより誘導レールが構成され、後述する遊技球
発射機構から発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【００７５】
　遊技球発射機構１１０は、図６に示すように、樹脂ベース７１における窓孔７６の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構１１０は、電磁式のソレノイド１１１と、発射レ
ール１１２と、球送り機構１１３とからなり、ソレノイド１１１への電気的な信号の入力
により当該ソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構１１３によって発
射レール１１２上に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【００７６】
　発射レール１１２と遊技盤８１に取り付けられた内，外レール部１０１，１０２との間
には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方には前扉枠１４の通路形成ユニット５０に
形成されたファール球通路５５が配設されている。したがって、仮に遊技球発射機構１１
０から発射された遊技球が遊技領域の上部に到達せずに、内，外レール部１０１，１０２
によって構成される誘導レールを逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路
５５内に入る。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、ファール球通路
５５に入った遊技球は下皿３４に排出される。
【００７７】
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　樹脂ベース７１において発射レール１１２の左方には、樹脂ベース７１を前後方向に貫
通させて通路形成部１２１が設けられている。通路形成部１２１には図３に示すように本
体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とが形成されている。本体側上皿通路１２２
及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路
形成部１２１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニット５０の受口部５３
が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上皿通路５１が配置され、本
体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置されている。
【００７８】
　樹脂ベース７１において通路形成部１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本体
側下皿通路１２３を開閉する開閉部材１２４が取り付けられている。開閉部材１２４はそ
の下端に設けられた支軸１２５により前後方向に回動可能に支持されており、さらに本体
側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を閉鎖する前方位置に付勢する図示しない付
勢部材が設けられている。したがって、前扉枠１４を本体枠１３に対して開いた状態では
開閉部材１２４が図示の如く起き上がり、本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２
３を閉鎖する。これにより、本体側上皿通路１２２又は本体側下皿通路１２３に遊技球が
貯留されている状態で前扉枠１４を開放した場合、その貯留球がこぼれ落ちてしまうとい
った不都合が防止できる。これに対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路
形成ユニット５０に設けられた受口部５３により付勢力に抗して開閉部材１２４が押し開
けられる。この状態では、本体側上皿通路１２２と前扉側上皿通路５１とが連通し、さら
に本体側下皿通路１２３と前扉側下皿通路５２とが連通している。
【００７９】
　次に、本体枠１３の背面構成について説明する。図８は本体枠１３の背面図である。
【００８０】
　樹脂ベース７１の背面における回動先端側（図８の左側）には、施錠装置１３１が設け
られており、シリンダ錠７５におけるキー操作に対して施錠装置１３１が連動し、本体枠
１３及び前扉枠１４の解錠が行われる。
【００８１】
　樹脂ベース７１の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により本体枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可
能に取り付けられている。また、樹脂ベース７１の背面には、裏パックユニット１５を本
体枠１３に締結するための被締結孔１３４が設けられている。
【００８２】
　樹脂ベース７１の背面には、係止金具１３５が複数設けられており、これら係止金具１
３５によって上述したように樹脂ベース７１に対して遊技盤８１が取り付けられている。
ここで、遊技盤８１の背面の構成を説明する。図９は遊技盤８１を後方より見た斜視図、
図１０は遊技盤８１から主制御装置ユニット１６０を取り外した状態を示す背面図である
。
【００８３】
　遊技盤８１の中央に配置される可変表示ユニット８６には、センターフレーム９２を背
後から覆う合成樹脂製のフレームカバー１４１が後方に突出させて設けられており、フレ
ームカバー１４１に対して後側から上述した図柄表示装置９１が取り付けられるとともに
、その図柄表示装置を駆動するための表示制御装置が取り付けられている（図示は省略）
。これら図柄表示装置９１及び表示制御装置は前後方向に重ねて配置され（図柄表示装置
が前、表示制御装置が後）、さらにその後方に音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載
されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付
台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が
装着されている。
【００８４】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
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、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【００８５】
　遊技盤８１の背面には、図１０に示すように、可変表示ユニット８６の下方に集合板ユ
ニット１５０が設けられている。集合板ユニット１５０には、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための
入賞検知機構などが設けられている。
【００８６】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット１５０は合成樹脂製の通路形成板
１５１を備えている。通路形成板１５１には凹凸部が形成されており、当該通路形成板１
５１が遊技盤８１に取り付けられることで両者の間の空間によって回収通路１５１ａが形
成されている。なお、通路形成板１５１は、例えば後述する裏パック２０１等によって、
遊技盤８１からの取り外しが阻止された状態となっている（取り外しが阻止された状態で
固定されている）。
【００８７】
　回収通路１５１ａは、前記一般入賞口８２、可変入賞装置８３、作動口８４の遊技盤開
口部に対応して且つ下流側で１カ所に集合するように形成されている。したがって、一般
入賞口８２等に入賞した遊技球は何れも回収通路１５１ａを介して遊技盤８１の下方に集
合する。遊技盤８１の下方には後述する排出通路があり、回収通路１５１ａにより遊技盤
８１の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８７も同様に排
出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球もアウト口８７を介して排
出通路内に導出される。
【００８８】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット１５０の通路形成板１５１には、遊
技盤８１表側の一般入賞口８２と対応する位置に入賞口スイッチ１５２が設けられ、可変
入賞装置８３と対応する位置にカウントスイッチ１５３が設けられ、作動口８４に対応す
る位置に作動口スイッチ１５４が設けられている。これらスイッチ１５２～１５４により
遊技球の入賞がそれぞれ検知される。なお、通路形成板１５１外における可変表示ユニッ
ト８６の左右両側には、スルーゲート８５を通過する遊技球を検知するゲートスイッチ１
５５が設けられている。
【００８９】
　遊技盤８１の背面には、集合板ユニット１５０を後側から覆うようにして主制御装置ユ
ニット１６０が搭載されている。主制御装置ユニット１６０の構成について図１１を用い
て説明する。図１１は主制御装置ユニット１６０の構成を示す斜視図である。
【００９０】
　主制御装置ユニット１６０は、取付台１６１を有し、取付台１６１に主制御装置１６２
が搭載されている。取付台１６１は、ポリカーボネート樹脂などといった透明性を有する
合成樹脂により略直方体状に形成されている。取付台１６１における短辺側の一方の周壁
１６３ａには一対の軸部１６４が上下に離間させて一体形成されている。これら軸部１６
４は通路形成板１５１の下側隅角部に一体形成された一対の支軸部１６５に着脱自在な状
態で片持ち支持されており（図９参照）、取付台１６１が通路形成板１５１に対して回動
可能に支持されている。ここで、通路形成板１５１において支軸部１６５が形成された位
置は本体枠１３の回動先端側となっている。つまり、取付台１６１の回動基端側は本体枠
１３の回動先端側となっており、取付台１６１の回動先端側は本体枠１３の回動基端側と
なっている。取付台１６１における短辺側の他方の周壁には着脱自在の締結具１６６が設
けられており、当該締結具１６６が通路形成板１５１に形成された受け部１６７（図１０
参照）に対して締結されることにより取付台１６１の回動が阻止されている。
【００９１】
　取付台１６１の周壁１６３はその背が比較的高く形成されており、取付台１６１の正面
側の板面は通路形成板１５１に対してパチンコ機１０後方に大きく張り出している。この
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板面に対して主制御装置１６２が搭載されている。したがって、主制御装置１６２は通路
形成板１５１に対してパチンコ機１０後方に大きく張り出した位置にある。ここで、取付
台１６１における軸部１６４側には、主制御装置１６２の裏側にて上下方向に貫通した貫
通空間１６８が形成されている。また、取付台１６１における軸部１６４側の周壁１６３
ａはその上端の位置が上側の周壁１６３ｂよりも下方となっており、これにより貫通空間
１６８はその上部側にて側方に開放されている。貫通空間１６８は比較的広く確保されて
おり、主制御装置１６２に接続されるハーネス（配線の束）等が通されている。
【００９２】
　主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する
機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂
材料等よりなる基板ボックス１７１に収容されて構成されている。
【００９３】
　基板ボックス１７１は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としての封印部１７２によって開封不能に連結され、
これにより基板ボックス１７１が封印されている。封印部１７２は、基板ボックス１７１
の長辺部に５つ設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行われる。
【００９４】
　封印部１７２はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば
任意の構成が適用できるが、封印部１７２を構成する長孔に係止爪を挿入することでボッ
クスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。封印部１７２
による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそ
のような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度
封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、５つの封印部１７２のうち、少なくと
も一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制
御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１７１を開封する場合
には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断する。これにより、基
板ボックス１７１のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を
取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印部の長孔に係止爪を挿
入する。基板ボックス１７１の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１７１に残して
おけば、基板ボックス１７１を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【００９５】
　基板ボックス１７１の一方の短辺部には、側方に突出するようにして複数の結合片１７
３が設けられている。これら結合片１７３は、取付台１６１に形成された複数の被結合片
１７４と１対１で対応しており、結合片１７３と被結合片１７４とにより基板ボックス１
７１と取付台１６１との間で封印処理が行われる。なお、結合片１７３と被結合片１７４
とを具備しない構成としてもよい。
【００９６】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。図１２は裏パックユニット１５の正面
図、図１３は裏パックユニット１５の分解斜視図である。
【００９７】
　裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
、払出機構部２０２、排出通路盤２０３、及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けら
れている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、当該裏パッ
ク２０１によりパチンコ機１０の背面部における上半分以上が覆われている。この覆われ
た領域には、主制御装置１６２の上部領域、及び主制御装置１６２よりも回動先端側の領
域が少なくとも含まれている。但し、上記のとおり裏パック２０１は透明性を有する合成
樹脂により成形されているため、遊技ホールなどに設置状態にあるパチンコ機１０におい
て外枠１１に対して本体枠１３を開き、パチンコ機１０の背面部を手前側に開放させるこ
とにより、裏パック２０１により覆われた領域を視認することができる。
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【００９８】
　裏パック２０１は、払出機構部２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチン
コ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部
２１２は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも
可変表示ユニット８６を囲むのに十分な大きさを有する。
【００９９】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板２１３が設けられている。外部端子板２
１３には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管
理制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後
方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を本体
枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が本
体枠１３に対して回動可能に支持されている。また、ベース部２１１には、本体枠１３に
設けられた被締結孔１３４に対して締結するための締結具２１５が設けられており、当該
締結具２１５を被締結孔１３４に嵌め込むことで本体枠１３に対して裏パックユニット１
５が固定されている。
【０１００】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出
装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示し
ない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２
５に供給される。
【０１０１】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４
又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部２２６が上
述した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿３３に通じ、中央の開
口部２２７が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿３４に通じ、外
側の開口部２２８が排出通路に通じるように形成されている。
【０１０２】
　払出機構部２０２には、裏パック基板２２９が設置されている。裏パック基板２２９に
は、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ２２９ａの切替操作により
電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１０３】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤２０３及
び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤２０３は、制御装置集
合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路２３１が形成されており、当
該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通
路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した
回収通路１５１ａ等から排出通路２３１に導出された遊技球は当該排出通路２３１を通る
ことでパチンコ機１０外部に排出される。
【０１０４】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御
装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後
方となるように前後に重ねて配置されている。
【０１０５】
　払出制御装置２４２は、基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基
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板が収容されている。なお、払出制御装置２４２から払出装置２２４への払出指令の信号
は上述した裏パック基板２２９により中継される。また、払出制御装置２４２には状態復
帰スイッチ２４５が設けられている。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１０６】
　電源及び発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられて
いる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した
際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるように
なっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を
遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電
源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０１０７】
　次に、上述した結合片１７３等以外の主制御装置１６２の取り外しの抑制に関する構成
について説明する。図１４は一部を拡大して示すパチンコ機１０の背面図である。なお、
図１４においては、説明の便宜上、一部のハーネスのみを示し他のハーネスを省略して示
す。
【０１０８】
　主制御装置１６２は複数のコネクタを備えており、そのうちの所定のコネクタ１７６に
は払出制御装置２４２と電気的に接続するためのハーネス１８０が接続されている。当該
ハーネス１８０を介して主制御装置１６２から払出制御装置２４２に賞球コマンド等が出
力される。かかる構成において、コネクタ１７６からのハーネス１８０の取り外しが抑制
されている。
【０１０９】
　詳細には、図１５に示すように、ハーネス１８０に設けられた主側コネクタ１８１は、
合成樹脂製のコネクタ本体１８２を有している。コネクタ本体１８２は略直方体状に形成
されており、その両側面１８２ａに係止片１８３が一体形成されている。係止片１８３は
薄板状に形成されており、コネクタ本体１８２の底面１８２ｂ側を基端として、反底部側
に向けて斜め外方に延びている。係止片１８３は比較的高い弾性を有しており、板バネと
して機能する。また、係止片１８３の先端には、コネクタ本体１８２の側面１８２ａに向
けて突出した突起１８３ａが一体形成されている。
【０１１０】
　主制御装置１６２に設けられた上記コネクタ１７６（以下、受けコネクタ１７６という
）は、主側コネクタ１８１に対応させて形成されている。つまり、受けコネクタ１７６の
コネクタ収容部１７７には、その開口１７７ａから底面１７７ｂに向けた途中位置にて収
容空間が拡張されるように段差部１７７ｃが形成されている。
【０１１１】
　コネクタ収容部１７７のうち段差部１７７ｃよりも開口１７７ａ側の開口側収容部１７
８は、その幅寸法（図１５における左右方向寸法）が、両係止片１８３が外方に延出した
初期状態にある場合の主側コネクタ１８１の幅寸法（図１５における左右方向寸法）より
も小さくなっている。但し、開口側収容部１７８の当該幅寸法は、両係止片１８３がコネ
クタ本体１８２側に閉じた閉状態にある場合の主側コネクタ１８１の幅寸法よりも大きく
なっている。
【０１１２】
　コネクタ収容部１７７のうち段差部１７７ｃよりも底面１７７ｂ側の底側収容部１７９
は、その幅寸法が、上記初期状態にある場合の主側コネクタ１８１の幅寸法と同一又は当
該幅寸法よりも若干大きくなっている。また、底側収容部１７９の高さ寸法（図１５にお
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ける上下方向寸法）は、上記初期状態にある場合の主側コネクタ１８１の底面１８２ｂか
ら係止片１８３の先端までの高さ寸法よりも若干大きくなっている。そして、受けコネク
タ１７６への主側コネクタ１８１の接続が完了した状態では、コネクタ収容部１７７の底
面１７７ｂに主側コネクタ１８１の底面１８２ｂが当接している。
【０１１３】
　上記構成であることにより、受けコネクタ１７６に主側コネクタ１８１を接続する場合
には、コネクタ収容部１７７の開口１７７ａに主側コネクタ１８１を押し込み、弾性変形
しながら開口１７７ａを通過した係止片１８３が、受けコネクタ１７６の底面１７７ｂに
主側コネクタ１８１の底面１８２ｂが当接したタイミングで弾性復帰する。かかる状態で
は、段差部１７７ｃと対峙する位置に係止片１８３の突起１８３ａがある。したがって、
受けコネクタ１７６から主側コネクタ１８１を取り外そうとしても突起１８３ａが段差部
１７７ｃに当接し、主側コネクタ１８１の反挿入方向への移動が阻害される。よって、主
側コネクタ１８１の取り外しが抑制されている。
【０１１４】
　主制御装置１６２からのハーネス１８０の取り外しが抑制されていることにより、主制
御装置１６２の取り外しは当該主制御装置１６２にハーネス１８０を接続した状態で行う
必要が生じる。この場合に、主制御装置１６２が搭載された通路形成板１５１には、ハー
ネス１８０の取り外しを抑制する拘束ユニット２５０が設けられている。詳細には、通路
形成板１５１は、主制御装置ユニット１６０を支持するための支軸部１６５の上方の領域
に設置部１５７を有している。当該設置部１５７は、一方に開放された箱状をなしており
、遊技盤８１に対して通路形成板１５１を取り付けた状態においてその開放部１５７ａが
遊技盤８１により塞がれている（図２２参照）。そして、この設置部１５７に対して拘束
ユニット２５０が取り付けられている。
【０１１５】
　ここで、拘束ユニット２５０について以下に詳細に説明する。図１６は拘束ユニット２
５０の構成を示す斜視図、図１７（ａ）は拘束ユニット２５０の構成を示す正面図、図１
７（ｂ）は拘束ユニット２５０の構成を示す側面図、図１７（ｃ）は拘束ユニット２５０
の構成を示す底面図、図１８は拘束ユニット２５０の構成を示す分解斜視図、図１９（ａ
）は拘束ユニット２５０のベースブロック２５１の構成を示す斜視図、図１９（ｂ）はベ
ースブロック２５１の構成を示す底面図、図２０は拘束ユニット２５０の構成を示す断面
図である。
【０１１６】
　拘束ユニット２５０は、ポリカーボネートなどといった透明性を有する合成樹脂により
形成されたベースブロック２５１を備えている。ベースブロック２５１は、略直方体状の
基部２５２と、基部２５２の一端を当該基部２５２の上面２５２ａの向く側に折り曲げる
ようにして形成された起立部２５３とを有しており、図２０に示すように、断面略Ｌ字状
をなしている。これら基部２５２と起立部２５３との間のコーナー部分には弧状の傾斜面
を有するリブ２５４が一体形成されている。
【０１１７】
　基部２５２には、図１９（ａ）に示すように、その上面２５２ａを一端として複数の挿
通孔２５６が形成されている。具体的には、４つの挿通孔２５６が形成されている。これ
ら挿通孔２５６は、基部２５２を厚み方向に貫通するようにして形成されており、さらに
は基部２５２の長手方向に等間隔で並設されている。
【０１１８】
　基部２５２の底面２５２ｂには、図１９（ｂ）に示すように、各挿通孔２５６に１対１
で対応させて複数の案内溝２５７が形成されている。これら案内溝２５７は、対応する挿
通孔２５６の底側開口を基端として基部２５２の短手方向に真直ぐ延びており、図１８に
示すように、基部２５２における起立部２５３が設けられた側の周面２５２ｃにて開放さ
れている（以下、この開放された箇所を案内出口２５８という）。これら挿通孔２５６及
び案内溝２５７の各組合せによりバンド挿通部が構成されており、これら各バンド挿通部
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のそれぞれに対して一の拘束バンド２６１が挿通されている。
【０１１９】
　拘束バンド２６１は、ポリプロピレンなどの合成樹脂の成形品であり、ベース部として
の帯部２６２は屈曲可能な弾力性を有している。なお、拘束バンド２６１の材質は合成樹
脂に限定されることはなく、帯部２６２においてニッパ等の工具により切断可能であれば
革製などであってもよい。
【０１２０】
　拘束バンド２６１は、図２０等に示すように、一方の端部に返し部２６３を有している
。返し部２６３は、その基端部分であるコーナー部２６３ａが帯部２６２よりも厚み寸法
が大きくなっている。また、返し部２６３は、帯部２６２の帯面に沿うようにして延びて
おり、その先端には他の部位よりも肉厚となった蓋部２６４を有するとともに、当該蓋部
２６４から起立させて係止部２６５が一体形成されている。係止部２６５は、返し部２６
３に対して略直交する方向に延びる連結基部２６５ａと、連結基部２６５ａから折り返す
ようにして形成され先端が自由端となった弾性フック２６５ｂとを有している。
【０１２１】
　各拘束バンド２６１は、係止部２６５とは反対側の端部からベースブロック２５１の各
バンド挿通部に挿通されている。各拘束バンド２６１は、ベースブロック２５１を貫通し
ており、係止部２６５が形成された側は各挿通孔２５６を通じて基部２５２の外側に出て
いる。帯部２６２における蓋部２６４と対峙する箇所には側方に突出させて引込規制片２
６６が一体形成されている。また、各挿通孔２５６はその孔寸法が帯部２６２における引
込規制片２６６が形成されていない部位の幅寸法に対応している。したがって、各拘束バ
ンド２６１の挿通方向への移動（後述する引張端部２６７側への移動）は、各引込規制片
２６６が各挿通孔２５６の周縁部に当たる位置で阻止される。
【０１２２】
　基部２５２には、図１８等に示すように、起立部２５３とは反対側の端部に傾斜部２５
９が一体形成されている。傾斜部２５９は、基部２５２の長手方向に沿って形成されてお
り、全ての挿通孔２５６に隣接している。また、傾斜部２５９は、基部２５２の上面２５
２ａを基準として挿通孔２５６側から基部２５２の端部に向けて高位となるように傾斜さ
せて形成されている。当該傾斜部２５９が形成されていることにより、各拘束バンド２６
１は図２０（ａ）等に示すように、基部２５２の上面２５２ａを基準として挿通孔２５６
から斜め外方に延びるよう案内されている。
【０１２３】
　各拘束バンド２６１は、ベースブロック２５１に設けられた止め金具２７１によりベー
スブロック２５１からの離脱が阻止されている。止め金具２７１は、図１８に示すように
、金属薄板を折り曲げることにより形成されており、ベースブロック２５１の長手方向の
寸法に合わせて長尺状をなす長尺状ベース２７２を有するとともに、当該長尺状ベース２
７２の一辺から略直角に延びるよう曲げ形成された複数の嵌合突起２７３を有している。
長尺状ベース２７２は、その両端に幅広となった幅広部２７４を有しており、それら両幅
広部２７４の間において等間隔で嵌合突起２７３が設けられている。
【０１２４】
　ベースブロック２５１の基部２５２の底面２５２ｂには、図１９（ｂ）に示すように、
各案内溝２５７をその途中位置にて相互に連通するように収容溝２８１が形成されており
、図１７（ｃ）及び図２０（ａ）に示すように、当該収容溝２８１に対して止め金具２７
１が収容されている。また、基部２５２には、各収容溝２８１から内側に入りこむように
して各嵌合穴２８２が形成されており、それら各嵌合穴２８２に対して止め金具２７１の
嵌合突起２７３が挿入されている。そして、各嵌合突起２７３に形成された嵌合部２７３
ａと各嵌合穴２８２に形成された嵌合受け２８２ａとが嵌合され、ベースブロック２５１
に対して止め金具２７１が固定されている。
【０１２５】
　止め金具２７１には、図１８に示すように、各嵌合突起２７３を間に挟むようにして複



(19) JP 5011992 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

数のラチェット片２７５が等間隔で一体形成されている。これら各ラチェット片２７５の
位置は、ベースブロック２５１の基部２５２に形成された各案内溝２５７に１体１で対応
している。各ラチェット片２７５は、図２０（ｂ）に示すように、各嵌合突起２７３が形
成された側の一辺から、対応する案内溝２５７の案内出口２５８側に向けて斜め外方に傾
斜させて形成されている。当該ラチェット片２７５は、所定の弾力を有しており、板バネ
としての機能を有する。
【０１２６】
　止め金具２７１がベースブロック２５１に取り付けられていることにより、各ラチェッ
ト片２７５はその先端が対応する拘束バンド２６１の裏面に当たっている。また、この状
態では、各ラチェット片２７５は各拘束バンド２６１に押し込まれており、各ラチェット
片２７５の付勢力によって各拘束バンド２６１は案内溝２５７の案内出口２５８側に向け
て付勢されている。これにより、各拘束バンド２６１における挿通孔２５６から基部２５
２内に挿入された部位は案内溝２５７を通るように誘導され、各拘束バンド２６１におけ
る係止部２６５の反対側は案内出口２５８から真っ直ぐ外方に突出している。つまり、各
拘束バンド２６１は、ベースブロック２５１において途中位置で曲げられた状態が保持さ
れている。なお、基部２５２において各挿通孔２５６から対応する案内溝２５７へと繋が
る部位は、図２０（ｂ）に示すように、案内溝２５７側に向けて傾斜した内側傾斜部２８
３となっており、各拘束バンド２６１の曲げ部分への負荷が低減されている。
【０１２７】
　また、上記のようにラチェット片２７５が形成されていることにより、拘束バンド２６
１を反挿通方向（係止部２６５側）に引っ張ろうとしても、それがラチェット片２７５に
より阻止される。つまり、拘束バンド２６１はラチェット片２７５の先端が裏面に当たる
ことにより案内溝２５７の案内出口２５８側、すなわち、挿通方向に付勢されているため
、拘束バンド２６１を反挿通方向に引っ張ろうとすると帯部２６２にラチェット片２７５
の先端が食い込み反挿通方向への移動が阻止される。但し、拘束バンド２６１の挿通方向
への移動は、ラチェット片２７５により阻止されることはない。挿通方向への移動は、ラ
チェット片２７５により付勢された方向への移動であり、拘束バンド２６１の帯部２６２
にラチェット片２７５の先端が食い込むことはないからである。この挿通方向への移動は
、拘束バンド２６１の引込規制片２６６が挿通孔２５６の周縁部に当たることで阻止され
る。ちなみに、各拘束バンド２６１の係止部２６５側とは反対側の端部である引張端部２
６７は帯部２６２よりも肉厚とされ、さらに帯部２６２における引張端部２６７と隣接し
た部位には幅方向に沿った突条２６８が表裏に形成されている。これら引張端部２６７及
び突条２６８は、拘束バンド２６１を挿通方向に引っ張る場合の滑り止め手段を構成して
いる。
【０１２８】
　ここで、上記構成の拘束ユニット２５０の組み立て手順について説明する。拘束ユニッ
ト２５０の組み立てに際しては、先ずベースブロック２５１の各挿通孔２５６に各１本の
拘束バンド２６１を引張端部２６７側から挿入し、基部２５２に形成された内側傾斜部２
８３に沿って各拘束バンド２６１を曲げた場合に案内出口２５８よりも外方に各突条２６
８が位置するようにする。次に、その曲げた状態を保持しながら、基部２５２の底面２５
２ｂ側から止め金具２７１を挿しこんで各嵌合穴２８２内に止め金具２７１の嵌合突起２
７３を嵌合させる。これにより、止め金具２７１は基部２５２の収容溝２８１内に収容さ
れた状態でベースブロック２５１に対して固定される。また、かかる状態においては、止
め金具２７１により各拘束バンド２６１の曲げ状態が保持され、図１６等に示す状態とな
る。
【０１２９】
　上記拘束ユニット２５０では、拘束バンド２６１の係止部２６５をベースブロック２５
１に係止させることに基づいて配線等の拘束が可能となる。そこで、かかる拘束の構成に
ついて、図２１を用いて説明する。
【０１３０】
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　ベースブロック２５１の起立部２５３には、その高さ方向に貫通させて複数の係止孔２
８４が形成されている。各係止孔２８４は起立部２５３の長手方向に等間隔で形成されて
おり、その間隔は基部２５２の底面２５２ｂに形成された案内溝２５７の配置間隔に対応
している。そして、各係止孔２８４は対応する案内溝２５７に連通されている。
【０１３１】
　各係止孔２８４は、対応する拘束バンド２６１の係止部２６５を挿し込み可能な開口寸
法となっており、当該開口寸法は弾性フック２６５ｂが自然状態にある場合の寸法、及び
蓋部２６４の寸法に対応している。また、各係止孔２８４には、その貫通方向の途中位置
に弾性フック２６５ｂを係止するための係止突起２８４ａが一体形成されている。
【０１３２】
　拘束ユニット２５０による配線等の拘束を行う場合、拘束バンド２６１の帯部２６２を
撓ませて係止部２６５をベースブロック２５１の係止孔２８４側に持っていく。このとき
、ベースブロック２５１の傾斜部２５９によって拘束バンド２６１は基部２５２の上面２
５２ａを基準として挿通孔２５６から斜め外方に延びているため、拘束バンド２６１の帯
部２６２を撓ませ易くなっている。また、拘束バンド２６１の帯部２６２を撓ませる際に
は、当該拘束バンド２６１の返し部２６３がつまみとして使用でき、その作業を行い易い
。
【０１３３】
　その後、係止孔２８４に対して係止部２６５を所定深さ（弾性フック２６５ｂが係止突
起２８４ａに当接する深さ）以上挿し込むと、弾性フック２６５ｂが弾性変形しながら係
止突起２８４ａよりも奥側に移動し、図２１（ｂ）に示すように係止部２６５を係止孔２
８４から取り外そうとしても弾性フック２６５ｂが係止突起２８４ａに係止され、その移
動が阻止される。これにより、拘束バンド２６１の係止部２６５から挿通孔２５６への挿
通部位にわたる部分とベースブロック２５１とが協同して拘束環状部Ｒを形成する。なお
、この状態では係止孔２８４の上面開放側が拘束バンド２６１の蓋部２６４により塞がれ
るため、針金などを係止孔２８４内に挿しこんで弾性フック２６５ｂが係止突起２８４ａ
に係止された状態を解除しようとしてもそれが困難な状態となっている。
【０１３４】
　上記のように拘束環状部Ｒが形成された状態で拘束バンド２６１の引張端部２６７を引
っ張ると、図２１（ｂ）の二点鎖線で示すように拘束環状部Ｒが縮小する。ここで、ベー
スブロック２５１の起立部２５３上面には、図１６等に示すように複数の規制突起２８５
が一体形成されている。これら規制突起２８５は起立部２５３の長手方向に沿って等間隔
で設けられており、その間隔は係止孔２８４の開口幅に対応している。これら規制突起２
８５は、拘束環状部Ｒを形成している状態において、拘束バンド２６１の帯部２６２にお
ける引込規制片２６６よりも中央側にて帯部２６２の両側部にある。したがって、拘束環
状部Ｒを縮小させるべく拘束バンド２６１の引張端部２６７を引っ張る力は、引込規制片
２６６と当接した各規制突起２８５により受けられ、係止部２６５にほとんど作用しない
ようになっている。よって、上記引っ張る力が係止部２６５に及んで、当該係止部２６５
が変形したり破壊したりしてしまうことが防止されている。
【０１３５】
　拘束環状部Ｒが縮小することにより、拘束環状部Ｒを貫通するように通された配線等が
拘束ユニット２５０に拘束される。このとき、上記のとおりラチェット片２７５が設けら
れていることにより、拘束環状部Ｒを縮小する方向（上記挿通方向）への拘束バンド２６
１の移動は許すが、その逆、すなわち拘束環状部Ｒを拡張する方向（上記反挿通方向）へ
の拘束バンド２６１の移動は阻止する。したがって、一旦縮小させた拘束環状部Ｒを再度
拡張させることはできず、一旦配線等を拘束させた後はその拘束状態を緩めることはでき
ない。
【０１３６】
　以上説明した拘束ユニット２５０は、上記のとおり通路形成板１５１の設置部１５７に
取り付けられている。詳細には、図１７（ａ）等に示すように、拘束ユニット２５０を構
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成するベースブロック２５１の基部２５２には、その底面２５２ｂから突出させて一対の
鉤部２８６が一体形成されている。鉤部２８６は、基部２５２の長手方向の両端にそれぞ
れ設けられており、基部２５２から延びる連結基部２８６ａと、当該連結基部２８６ａか
ら折り返すようにして形成され先端が自由端となった弾性フック２８６ｂとを有している
。各鉤部２８６は、各弾性フック２８６ｂが相互に対向するように内向きに形成されてい
る。これら鉤部２８６に対応させて、拘束ユニット２５０の取り付け状態を説明するため
の図２２に示すように、設置部１５７には鉤用孔１５７ｂが形成されている。各鉤用孔１
５７ｂは、その開口寸法が弾性フック２８６ｂが自然状態にある場合の寸法よりも若干小
さくなっている。
【０１３７】
　拘束ユニット２５０の設置部１５７への取り付けに際しては、鉤用孔１５７ｂに鉤部２
８６を押し込み、弾性変形しながら鉤用孔１５７ｂを通過した弾性フック２８６ｂが弾性
復帰して、その先端部が設置部１５７の裏面１５７ｃに当接し係止される。これにより、
設置部１５７に対して拘束ユニット２５０が取り付けられ、さらにその取り外しが抑制さ
れている。取り外そうとしても弾性フック２８６ｂの先端が設置部１５７の裏面１５７ｃ
に引っ掛かり、取り外し方向への移動が阻止されるからである。なお、弾性フック２８６
ｂの先端部が設置部１５７の裏面１５７ｃに当接する構成に代えて、当該先端部が設置部
１５７の裏面１５７ｃに略当接（近接）する構成としてもよい。
【０１３８】
　ちなみに、拘束ユニット２５０の取り付け作業を容易なものとするために、拘束ユニッ
ト２５０の基部２５２には、図１６等に示すように位置決めピン２８７が一体形成されて
おり、当該位置決めピン２８７に対応させて設置部１５７には位置決め孔が形成されてい
る。
【０１３９】
　上記のとおり設置部１５７は一方に開放された箱状をなしているが、その開放部１５７
ａは遊技盤８１によって塞がれている。つまり、設置部１５７の裏面１５７ｃへ手や針金
などを挿し入れられないようになっている。したがって、設置部１５７の裏面１５７ｃ側
から弾性フック２８６ｂを弾性変形させて拘束ユニット２５０を取り外そうとする行為が
抑制されている。さらには、鉤用孔１５７ｂと鉤部２８６との間には隙間が生じることと
なるが、図２２に示すように、当該隙間は止め金具２７１の幅広部２７４によって塞がれ
ている。かかる構成から、幅広部２７４は閉鎖部としての機能を有する。これにより、鉤
用孔１５７ｂと鉤部２８６との間の隙間から針金等を挿し入れ弾性フック２８６ｂを弾性
変形させて拘束ユニット２５０を取り外そうとする行為が抑制されている。特に、基部２
５２には、成形時に金型の一部（鉤部２８６を成形するための部分）が貫通して形成され
た貫通孔２８８が形成されており、この貫通孔２８８が開放されたままであると基部２５
２の上面２５２ａから設置部１５７の内側が連通されてしまうが、それが幅広部２７４に
よって閉鎖されている。
【０１４０】
　拘束ユニット２５０が設置部１５７に取り付けられていることにより、基部２５２の底
面２５２ｃは設置部１５７の表面１５７ｄと当接し、拘束ユニット２５０の止め金具２７
１はベースブロック２５１と設置部１５７とに被包される。したがって、ベースブロック
２５１から止め金具２７１を取り外すためには、設置部１５７から拘束ユニット２５０を
取り外す必要が生じ、上記のとおり当該取り外しは抑制されている。よって、止め金具２
７１のベースブロック２５１からの取り外しが抑制されている。また、止め金具２７１は
、設置部１５７の表面に密接状となっている（図２１（ｂ）参照）。これにより、拘束環
状部Ｒを形成している拘束バンド２６１がその拘束状態を緩める方向に引っ張られた場合
、その引っ張る力は止め金具２７１を通じて設置部１５７にて受けられる。よって、拘束
状態を緩めようとして大きな力が止め金具２７１に付加されたとしても、ベースブロック
２５１から止め金具２７１が外れてしまうといった不都合の発生が抑制されている。
【０１４１】
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　なお、拘束ユニット２５０は上記のとおり各拘束バンド２６１が曲げられた状態でベー
スブロック２５１に保持されているが、拘束ユニット２５０が設置部１５７に取り付けら
れた状態では、各拘束バンド２６１の係止部２６５側は設置部１５７の表面１５７ｄから
離間する方向に延びており、引張端部２６７側は設置部１５７の表面１５７ｄに沿う方向
に延びている。また、引張端部２６７側は、本体枠１３の回動先端側の縁部に向けて延び
ている。
【０１４２】
　以上説明した拘束ユニット２５０により、図１４に示すように、主制御装置１６２に接
続されたハーネス１８０が拘束される。ここで、当該ハーネス１８０の拘束作業について
図２３を用いて説明する。なお、当該拘束作業の説明に合わせて、ハーネス１８０の主制
御装置１６２及び払出制御装置２４２への接続作業を説明する。
【０１４３】
　先ず主制御装置１６２に対してハーネス１８０を接続する。これにより、上記のとおり
、主制御装置１６２からのハーネス１８０の取り外しが抑制される。その後、当該ハーネ
ス１８０を、主制御装置１６２の奥側にある取付台１６１の貫通空間１６８を下から上へ
通す。そして、貫通空間１６８から上方へ導出させたハーネス１８０の部位を、図２３（
ａ）に示すように、ベースブロック２５１の基部２５２上に載置する。その後、図２３（
ｂ）に示すように、いずれか一本の拘束バンド２６１を撓ませ当該拘束バンド２６１の係
止部２６５をベースブロック２５１の係止孔２８４に挿し込む。これにより、拘束環状部
Ｒが形成される。
【０１４４】
　その後、拘束バンド２６１の引張端部２６７を引っ張ることで、図２３（ｃ）に示すよ
うに拘束環状部Ｒが縮小され、拘束ユニット２５０にハーネス１８０が拘束される。これ
により、通路形成板１５１、すなわち、遊技盤８１（本体枠１３又はパチンコ機１０）か
らのハーネス１８０の取り外しが抑制される。そして、上記のとおりハーネス１８０は主
制御装置１６２からの取り外しが抑制されているため、主制御装置１６２の遊技盤８１か
らの取り外しが抑制される。なお、拘束ユニット２５０にハーネス１８０が拘束されると
は、ハーネス１８０を滑らせることができない程度に拘束環状部Ｒを縮小させた状態だけ
でなく、ハーネス１８０を滑らせることはできるが、ハーネス１８０における払出制御装
置２４２側のコネクタが通過できない程度に拘束環状部Ｒを縮小させた状態も含む。
【０１４５】
　その後、ハーネス１８０を、取付台１６１の貫通空間１６８を上から下へ通し、貫通空
間１６８から下方へ導出させた端部を払出制御装置２４２に設けられたコネクタ２９１に
接続する（図１４参照）。これにより、ハーネス１８０の接続作業が完了する。なお、払
出制御装置２４２のコネクタ２９１からのハーネス１８０の取り外しは抑制されておらず
、離脱自在となっている。
【０１４６】
　上記構成においては、主制御装置１６２の取り外しに際して、拘束ユニット２５０にお
けるハーネス１８０の拘束状態を解除する必要がある。この場合に、かかる解除を行うた
めには、拘束環状部Ｒを形成している拘束バンド２６１を切断しなければならない。但し
、拘束バンド２６１をどのように切断したとしても、係止部２６５が係止孔２８４に係止
された状態を解除することはできず、図２３（ｄ）に示すように、少なくとも係止部２６
５はベースブロック２５１側に残る。したがって、主制御装置１６２の不正交換などとい
った主制御装置１６２を取り外す不正行為が行われた場合にはその痕跡が残るため、当該
不正行為が行われたことを把握することができる。
【０１４７】
　また、拘束ユニット２５０はパチンコ機１０の背面部において裏パック２０１により覆
われているが、上記のとおり裏パック２０１は透明性を有するため、遊技ホールなどにて
設置状態にあるパチンコ機１０において外枠１１に対して本体枠１３を開き、パチンコ機
１０の背面部を手前側に開放させるだけで、拘束ユニット２５０を視認することができる
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。さらには、拘束ユニット２５０は、本体枠１３の背面側において当該本体枠１３の回動
先端側の端部に沿って配置されている。したがって、本体枠１３の回動先端側の側方から
拘束ユニット２５０を視認することができ、拘束ユニット２５０の確認に際して本体枠１
３を大きく開く必要がない。また、本体枠１３を大きく開いた場合には、拘束ユニット２
５０を手前側に大きく引寄せることができる。よって、拘束ユニット２５０の様子を確認
する場合の作業性の向上が図られている。
【０１４８】
　一方、遊技ホールなどにおけるパチンコ機１０の保守点検作業などといった不正行為と
は無関係な場合においても主制御装置１６２が取り外されることがあり、当該取り外しに
際して拘束バンド２６１が切断される。この場合、保守点検作業などの後には、未だ使用
していない拘束バンド２６１を用いてハーネス１８０を再度拘束状態とすることができる
。そして、かかる保守点検作業等は、拘束バンド２６１の数分可能である。ここで、当該
保守点検作業などにおける拘束バンド２６１の切断に際しては、拘束バンド２６１の返し
部２６３を切断することにより、切断作業においてハーネス１８０が破損してしまうこと
を確実に防止することができる。なお、各拘束バンド２６１で拘束作業が実施されたこと
を記録するための拘束記録表を設けてもよい。当該拘束記録表には、拘束バンド２６１毎
に、拘束作業の実施年月日や拘束作業者名などが記録される。
【０１４９】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図２４のブロック図に基づいて説明する
。図２４では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０１５０】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板３０１には、主制御回路３０２と停電監視回
路３０３とが内蔵されている。主制御回路３０２には、ＣＰＵ３１１が搭載されている。
ＣＰＵ３１１には、当該ＣＰＵ３１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ３１２と、そのＲＯＭ３１２内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ３１３と、割込回
路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１５１】
　ＲＡＭ３１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置２４
３に設けられた電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデー
タが保持される構成となっている。
【０１５２】
　ＣＰＵ３１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路３０２の入力側には、主制御基板３０１に設けら
れた停電監視回路３０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板３２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路３０３には電
源及び発射制御基板３２１が接続されており、主制御回路３０２には停電監視回路３０３
を介して電力が供給される。
【０１５３】
　一方、主制御回路３０２の出力側には、停電監視回路３０３、払出制御基板３２２及び
中継端子板３２３が接続されている。払出制御基板３２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板３２３を介して主制御回路３０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板３２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０１５４】
　ここで、ＣＰＵ３１１では、入賞口スイッチ１５２、カウントスイッチ１５３、及び作
動口スイッチ１５４からの検出信号に基づいて一般入賞口８２、可変入賞装置８３、及び
作動口８４における入球判定を行い、その判定の結果、いずれかにおいて遊技球が入球し
たと判定した場合に、払出装置２２４から遊技球を払い出すよう払出制御装置２４２に対
して賞球コマンドを出力する。また、ＣＰＵ３１１では、作動口スイッチ１５４からの検
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出信号に基づいて作動口８４に遊技球が入球したと判定した場合に当否判定（当否抽選）
を行い、その判定の結果が当選であった場合には遊技状態を通常遊技状態から特別遊技状
態（大当たり状態）に移行させる。大当たり状態に移行することで、可変入賞装置８３の
開閉制御が行われ、それに基づいて遊技者に対して多量の遊技球が払い出される。ちなみ
に、上記当否判定の結果は、音声ランプ制御基板３２４等を介して図柄表示装置９１にて
表示されるとともに、第１特定ランプ部９３においても表示される。
【０１５５】
　停電監視回路３０３は、主制御回路３０２と電源及び発射制御基板３２１とを中継し、
また電源及び発射制御基板３２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電
源を監視する。
【０１５６】
　払出制御基板３２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＣＰＵ３３１は、そのＣＰＵ３３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ３３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３
３３とを備えている。
【０１５７】
　払出制御基板３２２のＲＡＭ３３３は、主制御回路３０２のＲＡＭ３１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持
用電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０１５８】
　払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３２２の入力側には、主
制御回路３０２、電源及び発射制御基板３２１、及び裏パック基板２２９が接続されてい
る。ＣＰＵ３３１では、主制御回路３０２から入力した賞球コマンドに基づいて所定数の
遊技球を払い出すよう払出装置２２４を制御する。また、払出制御基板３２２の出力側に
は、主制御回路３０２及び裏パック基板２２９が接続されている。
【０１５９】
　電源及び発射制御基板３２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重
線矢印で示す経路を通じて、主制御回路３０２や払出制御基板３２２等に対して各々に必
要な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に
したがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は
所定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０１６０】
　音声ランプ制御基板３２４は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６、及び表示制
御装置３２５を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ３４１は、そのＣＰＵ３４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ３４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ３４３とを備えている。
【０１６１】
　音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板３２４の入力
側には中継端子板３２３に中継されて主制御回路３０２が接続されており、主制御回路３
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５、スピーカ部２６
、及び表示制御装置３２５を制御する。表示制御装置３２５は、音声ランプ制御基板３２
４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９１を制御する。
【０１６２】
　以上詳述した第１の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１６３】
　主制御装置１６２の受けコネクタ１７６にはコネクタ収容部１７７に段差部１７７ｃを
設け、さらに受けコネクタ１７６に接続されるハーネス１８０の主側コネクタ１８１には
係止片１８３を設けた。これにより、主制御装置１６２を取り外す場合、ハーネス１８０
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が接続された状態で取り外す必要が生じる。また、主制御装置１６２から離間された設置
部１５７に拘束ユニット２５０を取り付け、当該拘束ユニット２５０によりハーネス１８
０を拘束するようにした。さらに、設置部１５７からの拘束ユニット２５０の取り外しを
抑制した。これにより、主制御装置１６２を取り外すためには拘束ユニット２５０による
ハーネス１８０の拘束状態を解除する必要が生じ、かかる作業が手間となる。よって、主
制御装置１６２の不正な取り外しを抑制することができる。そして、主制御装置１６２の
不正な取り外しが抑制されることで、例えば主制御装置１６２の不正交換等を抑制するこ
とができる。
【０１６４】
　拘束ユニット２５０は、ベースブロック２５１、拘束バンド２６１、及び止め金具２７
１を備えている。そして、ハーネス１８０を拘束する際は、拘束バンド２６１の係止部２
６５をベースブロック２５１の係止孔２８４に係止させることで拘束環状部Ｒが形成され
、その状態で拘束バンド２６１の引張端部２６７を引っ張ることにより拘束環状部Ｒが縮
小されてハーネス１８０が拘束される。また、止め金具２７１が設けられていることによ
り、拘束環状部Ｒを緩めようとしてもそれが阻止される。また、拘束バンド２６１の係止
部２６５は引き抜き困難な状態で係止孔２８４に係止される。以上の構成であることによ
り、ハーネス１８０の拘束状態の解除に際しては拘束バンド２６１の切断を要し、拘束バ
ンド２６１を切断すると係止部２６５が係止孔２８４に引き抜き困難な状態で係止される
ため、拘束バンド２６１の一部がベースブロック２５１側に保持される。これにより、拘
束状態の解除に際してその痕跡が残る。よって、拘束ユニット２５０を確認することで主
制御装置１６２の不正な取り外しが行われたか否かを確認することができる。
【０１６５】
　拘束バンド２６１を複数設けた。これにより、保守点検作業などといった不正行為時で
はない場合に主制御装置１６２を一旦取り外したとしても、保守点検作業などの作業後に
はハーネス１８０を再度拘束状態とすることができる。よって、防犯性と利便性とを兼ね
備えたものとなる。
【０１６６】
　拘束環状部Ｒを緩めようとすることを阻止する逆移動阻止手段の機能を、ベースブロッ
ク２５１の一部として設けるのではなく、ベースブロック２５１に止め金具２７１を取り
付けることにより設けた。例えば、逆移動阻止手段の機能をベースブロック２５１の一部
として設けることも可能であるが、ベースブロック２５１は合成樹脂製であるため、逆移
動阻止手段の強度を高めるためにベースブロック２５１が大型化するおそれがある。これ
に対して、上記のとおりベースブロック２５１と止め金具２７１との組み合わせ構造を採
用することにより、ベースブロック２５１の小型化が図られる。
【０１６７】
　また、止め金具２７１はベースブロック２５１の基部２５２に底面２５２ｂ側から取り
付けられ、さらにその取り外し方向への移動が嵌合突起２７３と嵌合穴２８２との嵌合に
より規制されている。すなわち、止め金具２７１はベースブロック２５１に対して外付け
されている。例えば、インサート成形によって止め金具２７１をベースブロック２５１と
一体化することも可能であるが、止め金具２７１をベースブロック２５１に対して外付け
する方が、ベースブロック２５１のための成形金型の構造が複雑化しない等の利点がある
。
【０１６８】
　止め金具２７１をベースブロック２５１の収容溝２８１に収容するとともに当該収容溝
２８１を設置部１５７により閉塞した。これにより、止め金具２７１がベースブロック２
５１と設置部１５７とにより被包されるため、止め金具２７１をベースブロック２５１か
ら取り外すためには設置部１５７からベースブロック２５１を取り外す必要があり、ベー
スブロック２５１の設置部１５７からの取り外しは抑制されている。したがって、拘束環
状部Ｒを緩めるべく止め金具２７１をベースブロック２５１から取り外そうとする行為を
抑制することができる。
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【０１６９】
　止め金具２７１を設置部１５７の表面１５７ｄに当接させた。これにより、拘束環状部
Ｒを緩める方向への拘束バンド２６１の移動を阻止する場合に止め金具２７１にかかる負
荷が設置部１５７にて受けられる。これにより、拘束環状部Ｒを緩める方向に拘束バンド
２６１が引っ張られたとしても、ベースブロック２５１から止め金具２７１が外れてしま
うといった不都合の発生を抑制することができる。
【０１７０】
　拘束バンド２６１におけるベースブロック２５１から出ている部分の係止部２６５側と
引張端部２６７側とがそれぞれ異なる方向に延びているため、係止部２６５側と引張端部
２６７側との両端部をつまみ易くすることが可能となる。このように両端部をつまみ易く
することで、拘束環状部Ｒを形成する作業を行い易くなる。かかる構成において、止め金
具２７１により、拘束バンド２６１における係止部２６５側と引張端部２６７側とがそれ
ぞれ異なる方向に延びるようガイドされる。つまり、止め金具２７１を、上記拘束環状部
Ｒを形成する作業を容易化させる構成として兼用することができ、構成の簡素化を図りつ
つ上記効果を奏することができる。
【０１７１】
　ベースブロック２５１に傾斜部２５９を設け、係止部２６５が設置部１５７から離れる
方向に、挿通孔２５６から出ている係止部２６５側の部分をガイドするようにした。これ
により、設置部１５７と拘束バンド２６１の係止部２６５側の端部との間隔を大きくする
ことができ、その端部をつまみ易くなる。したがって、係止部２６５を係止孔２８４に挿
し込んで拘束環状部Ｒを形成する作業を行い易くなる。
【０１７２】
　ベースブロック２５１に形成した鉤部２８６を設置部１５７の鉤用孔１５７ｂに挿し込
むことにより、鉤部２８６の先端が設置部１５７の裏面１５７ｃに当接してベースブロッ
ク２５１の設置部１５７からの取り外し方向の移動が解除困難な状態で規制されるように
した。これにより、ベースブロック２５１を設置部１５７に取り付けることで、自ずと設
置部１５７からのベースブロック２５１（拘束ユニット２５０）の取り外しが抑制される
。かかる構成において、止め金具２７１により、鉤部２８６と鉤用孔１５７ｂとの間の隙
間が、設置部１５７の裏面１５７ｃに向けた異物の進入が阻止されるように塞がれる。こ
れにより、鉤部２８６と鉤用孔１５７ｂとの間の隙間から針金などを挿し込み、鉤部２８
６の先端と設置部１５７の裏面１５７ｃとの当接状態を解除しようとする行為が抑制され
る。また、本構成によれば、止め金具２７１を、上記当接状態を解除しようとする行為を
抑制する構成として兼用することができ、構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏すること
ができる。
【０１７３】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、拘束ユニット２５０の構成が上記第１の実施の形態と異なっている
。そこで、以下にかかる構成について図２５及び図２６を用いて詳細に説明する。図２５
は本実施の形態における拘束ユニット２５０の斜視図、図２６は拘束ユニット２５０の断
面図である。なお、図２５及び図２６においては上記第１の実施の形態と同様の構成につ
いては同一の番号を付すとともに、基本的にその説明を省略する。
【０１７４】
　拘束ユニット２５０は、上記第１の実施の形態と同様に、ベースブロック２５１、複数
の拘束バンド２６１、及び止め金具２７１を有している。これらの構成のうち、拘束バン
ド２６１は、上記第１の実施の形態と異なり返し部を有しておらず、拘束バンド２６１の
一端に係止部２６５が形成されている。また、拘束バンド２６１の係止部２６５側には引
込規制片を有しておらず、拘束バンド２６１の引張端部２６７側には突条２６８を有して
いない。さらに、拘束バンド２６１の裏面の構成が上記第１の実施の形態と異なっている
。
【０１７５】



(27) JP 5011992 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

　詳細には、図２６に示すように、拘束バンド２６１の中間部分の裏面（止め金具２７１
と対向する面）には凹部３５１が形成されている。この凹部３５１は、ベースブロック２
５１外に出た係止部２６５側の部分の長さと引張端部２６７側の部分の長さとが略同一と
なるように拘束バンド２６１を配置した場合に、止め金具２７１のラチェット片２７５と
対峙する領域を含むように形成されている。止め金具２７１をベースブロック２５１に取
り付ける作業を行う場合には、ラチェット片２７５の先端が凹部３５１内に配置されるよ
うにすることで、止め金具２７１を押し込む力が大幅に低減され、かかる作業を良好に行
うことができる。ちなみに、ラチェット片２７５が凹部３５１内にある範囲では、ラチェ
ット片２７５は拘束バンド２６１の移動を阻まないようになっている。
【０１７６】
　また、拘束バンド２６１の裏面には、凹部３５１よりも係止部２６５側にラチェット受
け部３５２が形成されている。ラチェット受け部３５２には複数の歯３５３が拘束ベルト
２６１の長手方向に並べて設けられている。各歯３５３は、拘束バンド２６１の引張端部
２６７側への移動に際してはラチェット片２７５を係止しないが、その反対方向への移動
に際してはラチェット片２７５を係止するように形成されている。具体的には、各歯３５
３は、拘束ベルト２６１の厚み方向に平面状に延びるストッパ面３５３ａと、当該ストッ
パ面３５３ａの先端から引張端部２６７側へ曲面状に延びる逃げ面３５３ｂとから構成さ
れている。上記のようにラチェット受け部３５２が形成されていることにより、拘束バン
ド２６１の係止部２６５側への移動を上記第１の実施の形態よりも確実に阻止することが
できる。
【０１７７】
　なお、本実施の形態のベースブロック２５１は、上記第１の実施の形態と異なり規制突
起２８５が設けられていない。また、鉤部３５４は上記第１の実施の形態における鉤部２
８６と異なり、弾性フック３５４ａが外側を向いている。
【０１７８】
　以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０１７９】
　拘束バンド２６１の裏面に凹部３５１を形成したことにより、止め金具２７１をベース
ブロック２５１に取り付ける作業を行う場合には、ラチェット片２７５の先端が凹部３５
１内に配置されるようにすることで、止め金具２７１を押し込む力が大幅に低減され、か
かる作業を良好に行うことができる。
【０１８０】
　また、拘束バンド２６１の裏面にラチェット受け部３５２を形成したことにより、拘束
バンド２６１の係止部２６５側への移動を上記第１の実施の形態よりも確実に阻止するこ
とができる。そして、これに伴って拘束環状部Ｒを緩めようとする行為を上記第１の実施
の形態よりも確実に阻止することができる。
【０１８１】
　なお、本第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態における特徴的な構成と同一又は
類似した構成を備えており、かかる構成に基づく効果は本第２の実施の形態においても同
様に奏する。
【０１８２】
　（他の実施の形態）
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。
【０１８３】
　（１）拘束ユニットの変形例を図２７に示す。図２７（ａ）は設置部３６１に取り付け
た状態の拘束ユニット３７０の平面図、図２７（ｂ）は設置部３６１に取り付けた状態の
拘束ユニット３７０の正面図である。
【０１８４】
　拘束ユニット３７０は、一方に開放された箱状をなすベースブロック３７１を備えてい
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る。拘束ユニット３７０が設置部３６１に取り付けられた状態では、ベースブロック３７
１の開放部は設置部３６１により塞がれる。また、ベースブロック３７１（拘束ユニット
３７０）は、ワンウエイネジ３７２により設置部３６１に対して固定されており、ベース
ブロック３７１の設置部３６１からの取り外しが抑制されている。
【０１８５】
　ベースブロック３７１の基部３７３には、内外に貫通する一対の貫通孔３７４が複数組
形成されている。この一対の貫通孔３７４に基部３７３の表面３７３ａ側から拘束片３７
５を挿入することによりハーネス３７６が拘束される。詳細には、拘束片３７５は合成樹
脂により断面コ字状に形成されており、当該拘束片３７５の各脚部３７７の横断面寸法は
貫通孔３７４の開口寸法に対応している。したがって、拘束片３７５の各脚部３７７を一
対の貫通孔３７４に対して挿入可能となっている。また、ベースブロック３７１の基部３
７３の裏面３７３ｂには、各貫通孔３７４に１対１で対応させて、ラチェット片３７９ａ
を有する止め金具３７９が固定されている。当該ラチェット片３７９ａは、脚部３７７の
挿入方向の移動は許すが、その反対方向（すなわち、引き抜き方向）の移動は阻止する。
【０１８６】
　上記構成であることにより、拘束片３７５と基部３７３との間にハーネス３７６を挟み
込んだ状態で拘束片３７５を押し込んでいくことにより、図２７（ｂ）に示すように、ハ
ーネス３７６が拘束状態となる。そして、ラチェット片３７９ａにより拘束片３７５の引
き抜き方向への移動が阻止されるため、ハーネス３７６の拘束状態を解除するには拘束片
３７５を破壊する必要が生じる。これにより、ハーネス３７６の取り外しが抑制される。
また、ハーネス３７６の取り外しが行われた場合には、拘束片３７５が破壊されてその痕
跡が残るため、その事実を把握することができる。
【０１８７】
　（２）上記各実施の形態では、拘束ユニット２５０においてベースブロック２５１と拘
束バンド２６１とにより拘束環状部Ｒを形成する構成としたが、ベースブロック２５１は
拘束バンド２６１を取り外し困難な状態で保持するだけで、拘束環状部Ｒの形成に寄与し
ない構成としてもよい。具体的には、拘束バンドの一端に係止部を設けるとともに他端に
係止受け部を設け、係止受け部に係止部を係止させることにより拘束バンドが環状となり
、拘束環状部が形成される構成としてもよい。この係止受け部にラチェット機能を持たせ
、係止受け部に係止部を係止させた状態であっても係止部を挿入方向に引っ張り可能とす
ることで、拘束環状部を縮小させてハーネスを拘束させることができるとともに、その拘
束環状部が緩められないようにすることができる。
【０１８８】
　（３）上記各実施の形態では、ベースブロック２５０に止め金具２７１を取り付けるこ
とにより、逆移動阻止手段としての機能を持たせたが、ベースブロック２５０の一部とし
て逆移動阻止手段としての機能を持たせる構成としてもよい。本構成においては、拘束ユ
ニット２５０に関して、上記各実施の形態よりも部材点数の削減を図ることができる。
【０１８９】
　（４）上記各実施の形態において、未使用の拘束ベルト２６１の引張端部２６７側への
移動を規制する移動規制手段を設けてもよい。拘束ベルト２６１は、拘束環状部Ｒを形成
する場合か否かに関係なく、引張端部２６７側へ引っ張られるとラチェット片２７５によ
って元の位置に戻そうとしてもそれが阻止される。かかる構成においては、不注意などに
より未使用の拘束ベルト２６１を引張端部２６７側へ引っ張ってしまうと、その拘束ベル
ト２６１を使用できなくなってしまうおそれがある。これに対して、移動規制手段を設け
ることで上記不都合の発生を抑制することができる。
【０１９０】
　移動規制手段として具体的には、例えば、拘束ベルト２６１に突起を設けるとともに、
初期位置にある拘束ベルト２６１の引張端部２６７側への移動を阻止するように突起を受
ける規制部材をベースブロック２５１に取り付ける。そして、その規制部材を離脱自在と
する。これにより、未使用の拘束ベルト２６１については規制部材をベースブロック２５
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１に取り付け引張端部２６７側への移動を阻止することができる。
【０１９１】
　（５）上記各実施の形態では、主制御装置１６２からのハーネス１８０の取り外しを抑
制する第１抑制手段として、受けコネクタ１７６のコネクタ収容部１７７に段差部１７７
ｃを形成するとともに、ハーネス１８０の主側コネクタ１８１に係止片１８３を形成した
が、これを変更してもよい。例えば、受けコネクタ１７６及び主側コネクタ１８１を離脱
自在な構成とし、代わりに、第１抑制手段として、カシメ構造を設ける構成としてもよい
。当該構成として具体的には、接続状態にある両コネクタ１７６，１８１を覆うようにし
てカバーを設けるとともに、当該カバーを主制御基板３０１又は基板ボックス１７１に離
脱困難な状態で固定する。この固定の構成としては、例えばワンウエイネジや圧入ピンな
どが考えられる。この場合、主制御装置１６２からハーネス１８０を取り外すためにはカ
バーを破壊する必要が生じるため、それが手間となり、当該取り外しが抑制される。また
、仮に取り外されたとしても、カバーが破壊されていることを確認することでその事実を
把握することができる。
【０１９２】
　また、第１抑制手段として、いわゆる封印シールを貼り付ける構成としてもよい。封印
シールとは、着色等された粘着層が剥がす際に貼付対象物に残るシールのことをいう。当
該封印シールを接続状態にある両コネクタ１７６，１８１の境界部分を跨ぐように貼り付
けることで、主制御装置１６２からハーネス１８０を取り外すためには封印シールを剥が
す必要が生じる。この場合に、その痕跡が残らないように封印シールを剥がすことが困難
であるため、それが手間となり、当該取り外しが抑制される。また、仮に取り外されたと
しても、封印シールが剥がされた痕跡を確認することでその事実を把握することができる
。
【０１９３】
　（６）上記（５）における構成を、設置部１５７からの拘束ユニット２５０の取り外し
を抑制する第２抑制手段として適用してもよい。
【０１９４】
　（７）上記各実施の形態において拘束ユニット２５０の拘束バンド２６１の数は４本に
限定されることはなく、３本以下であってもよく、５本以上であってもよい。なお、保守
点検作業などに際して主制御装置１６２を一旦取り外し、その後、再度のハーネス１８０
の拘束を可能とするために、拘束バンド２６１を複数備えた構成とすることが好ましい。
【０１９５】
　（８）上記各実施の形態では、止め金具２７１を設置部１５７の表面に当接させたが、
これに代えて、止め金具２７１を設置部１５７の表面に略当接（近接）させてもよい。但
し、当該構成においては、拘束環状部Ｒを形成している拘束バンド２６１がその拘束状態
を緩める方向に引っ張られた場合に、止め金具２７１が設置部１５７に当接するように、
止め金具２７１をベースブロック２５１に取り付けることが好ましい。
【０１９６】
　（９）拘束ユニット２５０を取り付ける設置部１５７の位置は、上記各実施の形態にお
ける位置に限定されることはない。但し、本スロットマシン１０では、主制御装置１６２
が搭載された取付台１６１は遊技盤８１に対して回動可能に取り付けられている。したが
って、ハーネス１８０を拘束した状況において取付台１６１の回動が可能なように、拘束
ユニット２５０を取り付ける設置部１５７の位置を設定する必要がある。また、設置部１
５７及び拘束ユニット２５０の組合せをまとめて取り外されてしまわないように、設置部
１５７の取付対象は容易に取り外せないものとする必要がある。当該構成として、具体的
には、本体枠１３の背面部における回動先端側に設置部１５７を設ける構成としてもよい
。また、本体枠１３を外枠１１に対して開いた状態では視認できない位置、例えば主制御
装置ユニット１６０などにより隠れた位置に、設置部１５７を設ける構成としてもよい。
また、通路形成板１５１に設置部１５７を設けるのではなく、遊技盤８１の裏側板面に設
置部を直接設ける構成としてもよい。
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【０１９７】
　（１０）上記各実施の形態では、基板ボックス１７１に結合片１７３を形成するととも
に、取付台１６１に被結合片１７４を形成することにより、取付台１６１から主制御装置
１６２が不正に取り外されてしまうことを抑制するようにしたが、これら結合片１７３及
び被結合片１７４を具備しない構成としてもよい。当該構成であっても、主制御装置１６
２からのハーネス１８０の取り外しが抑制されており、さらに拘束ユニット２５０が設け
られていることにより、主制御装置１６２がパチンコ機１０から不正に取り外されてしま
うことは抑制される。
【０１９８】
　（１１）主制御装置１６２からの取り外しを抑制するとともに、拘束ユニット２５０に
より拘束する配線は、払出制御装置２４２と電気的に接続するためのハーネス１８０に限
定されることはない。例えば、電源及び発射制御装置２４３と電気的に接続するための配
線に関して上記構成を適用してもよい。具体的には、電源及び発射制御装置２４３から電
力を受け入れるための配線に関して上記構成を適用してもよい。また、中継端子板３２３
と電気的に接続するための配線などに関して上記構成を適用してもよい。かかる構成にお
いては、音声ランプ制御装置１４３や表示制御装置３２５に信号を出力するための配線に
関して上記構成が適用されることとなる。
【０１９９】
　また、中継端子板３２３を介することなく音声ランプ制御装置１４３と接続するための
配線を有する構成においては、当該配線に関して上記構成を適用してもよい。特に、主制
御装置１６２及び拘束ユニット２５０が遊技盤８１に搭載された構成においては、同じく
遊技盤８１に搭載された音声ランプ制御装置１４３と接続するための配線に対して上記構
成を適用することで、メンテナンス時などにおいて本体枠１３から裏パック２０１を離間
させる場合や本体枠１３から遊技盤８１を取り外す場合であっても、拘束ユニット２５０
により拘束された配線の取り外しなどを要しないようにすることができる。
【０２００】
　また、各種スイッチ１５２～１５５などから信号を入力するための配線に関して上記構
成を適用してもよい。さらには、第１特定ランプ部９３や第２特定ランプ部９４などに電
力を供給するための配線に関して上記構成を適用してもよい。
【０２０１】
　（１２）払出制御装置２４２の取り外しの抑制、電源及び発射制御装置２４３の取り外
しの抑制、音声ランプ制御装置１４３の取り外しの抑制、又は表示制御装置３２５の取り
外しの抑制を図るべく、上記各実施の形態における拘束ユニット２５０の構成及びそれに
関連した構成を適用してもよい。特に、払出制御装置２４２は遊技球の払出を制御する機
能を有するため、不正交換等の対象となり易い。したがって、払出制御装置２４２に対し
て上記各実施の形態における拘束ユニット２５０の構成及びそれに関連した構成を適用す
るのが好ましい。具体的には、払出装置２２４に電力を供給するための配線に対して上記
各実施の形態における拘束ユニット２５０の構成及びそれに関連した構成を適用すること
となる。
【０２０２】
　（１３）上記各実施の形態では、主制御基板３０１は主制御回路３０２だけでなく停電
監視回路３０３を具備する構成としたが、これに代えて、主制御基板３０１が停電監視回
路３０３を具備しない構成としてもよい。当該構成においては、停電監視基板を別途設け
、当該停電監視基板を主制御装置１６２の基板ボックス１７１に主制御基板３０１ととも
に収容する構成が考えられる。また、停電監視基板用の基板ボックスを設ける構成や、電
源及び発射制御装置２４３の基板ボックスに収容する構成が考えられる。
【０２０３】
　（１４）上記各実施の形態では、裏パック２０１に払出制御装置２４２や電源及び発射
制御装置２４３が搭載される構成としたが、これら装置２４２，２４３が本体枠１３の背
面に搭載される構成としてもよい。
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【０２０４】
　（１５）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも適用できる。
【０２０５】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリール（
周回体）を有するリール装置（絵柄を可変表示させる絵柄表示装置）を備え、メダルの投
入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始して表示窓から視認できる領域に
て図柄の可変表示（絵柄の可変表示）を行い、ストップスイッチが操作されるか所定時間
が経過することでリールが停止し図柄の可変表示（絵柄の可変表示）が終了するスロット
マシンにも適用できる。
【０２０６】
　スロットマシンは、前面扉（開閉ベース体）により閉鎖される筐体（取付対象）の内部
空間に上記リール装置などともに主制御装置を備えている。主制御装置では所定枚数のメ
ダルが投入され且つスタートレバーが操作されることに基づいて抽選役の当否判定（抽選
処理）を行う。そして、その判定において当選となった当選役に対応した特定図柄又は特
定図柄の組合せが有効ライン上に成立した場合に、メダルの払い出し等といった特典が遊
技者に付与される。
【０２０７】
　ここで、スロットマシンに対して本発明を適用する場合には、筐体の内部空間における
前面扉を開いた場合にスロットマシン前方から視認可能となる位置に拘束ユニットを設け
ることが好ましい。例えば、筐体の側壁の内壁側に拘束ユニットを取り付ける。これによ
り、拘束ユニットを確認する場合の作業を行い易くなる。
【０２０８】
　また、取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り
込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ
機とスロットマシンとが融合された遊技機にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２０９】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】本体枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】本体枠の構成を示す背面図である。
【図９】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１０】遊技盤から主制御装置ユニットを取り外した状態を示す背面図である。
【図１１】主制御装置ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１２】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１３】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図１４】一部を拡大して示すパチンコ機の背面図である。
【図１５】ハーネスの取り外しが抑制される構成を説明するための主制御装置の断面図で
ある。
【図１６】第１の実施の形態における拘束ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１７】（ａ）は拘束ユニットの構成を示す正面図、（ｂ）は拘束ユニットの構成を示
す側面図、（ｃ）は拘束ユニットの構成を示す底面図である。
【図１８】拘束ユニットの構成を示す分解斜視図である。
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【図１９】（ａ）はベースブロックの構成を示す斜視図、（ｂ）はベースブロックの構成
を示す底面図である。
【図２０】拘束ユニットの構成を示す断面図である。
【図２１】（ａ）は拘束ユニットの構成を示す平面図、（ｂ）は拘束ユニットの構成を示
す断面図である。
【図２２】拘束ユニットの取り付け状態を説明するための説明図である。
【図２３】ハーネスの拘束作業等を説明するための説明図である。
【図２４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図２５】第２の実施の形態における拘束ユニットの構成を示す斜視図である。
【図２６】拘束ユニットの構成を示す断面図である。
【図２７】（ａ）は別の拘束ユニットの構成を示す平面図、（ｂ）は拘束ユニットの構成
を示す正面図である。
【符号の説明】
【０２１０】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…取付対象としての外枠、１３…開閉ベース体
としての本体枠、４１…操作手段としての遊技球発射ハンドル、８１…遊技盤、８２…一
般入賞口、８３…可変入賞装置、８４…作動口、１０１，１０２…球通路を構成するレー
ル部、１１０…遊技球発射機構、１５７…設置部、１５７ｂ…鉤用孔、１５７ｃ…裏面、
１６２…主制御装置、１７６…配線接続部としての受けコネクタ、１７７ｃ…第１抑制手
段を構成する段差部、１８０…ハーネス、１８３…第１抑制手段を構成する係止片、２２
４…払出装置、２４２…払出制御装置、２５０…拘束手段としての拘束ユニット、２５１
…ベースブロック、２５２…基部、２５６…バンド挿通部を構成する挿通孔、２５７…バ
ンド挿通部を構成する案内溝、２５９…ガイド部としての傾斜部、２６１…拘束具として
の拘束バンド、２６５…係止部、２６７…引張端部、２７１…逆移動阻止金具としての止
め金具、２７５…ラチェット片、２８１…収容溝、２８５…係止受け部としての係止孔、
２８６…第２抑制手段としての鉤部、Ｒ…拘束環状部。
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